
新型コロナウイルス感染症の影響等に係る対応について 
 

長野労働局 

 

１ 特別相談窓口の設置による労働者、企業からの相談等への対応 

   長野労働局（雇用環境・均等室）、県内各労働基準監督署及び各ハローワーク(公共

職業安定所・同出張所)に「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」を設置

し、県内企業及び労働者等からの問い合わせ・相談に対応している。 

 

（令和２年３月２７日現在） 

  相談件数 

     1,724 件  （事業主 1,147、社会保険労務士 241、労働者 203 など） 

 

   相談内容 

     延べ 1,885 件（雇用調整助成金 991、保護者の休暇取得支援（助成金）306、休業 230 など） 

 

２ 「Ｑ＆Ａ」を活用した企業や労働者への情報提供、法令の周知等 

県内企業や労働者への情報提供、法令の周知のため、「新型コロナウイルスに関する

Ｑ＆Ａ」を作成。（別添Ｑ＆Ａ等参照） 

特別労働相談窓口や労働局ホームページで周知するとともに、主要経済団体、連合

長野などにも協力いただき、県内の普及浸透を図っている。 

 

  （内容） 

   ① 風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応 

   ② 感染防止に向けた柔軟な働き方（テレワーク、時差通勤） 

   ③ 雇用調整助成金の特例措置等 

   ④ 労働者を休ませる場合の措置（休業手当、特別休暇など） 

   ⑤ その他（変形労働時間制、36 協定の特別条項、災害時の時間外労働等の延長など） 

 

３ 助成金制度の新設及び特例措置等の拡大による雇用の維持・確保等 

労働者が安心して働くことができる環境整備のため、新型コロナウイルス感染症の

影響を受ける全ての労働者が安心して働くことができるよう、助成金制度の新設及び

特例措置の拡大を実施。 

労働局等においてこれら制度の広報・周知に努めるとともに、企業に対し制度を活

用した雇用の維持・確保を要請。 

 

○新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金（新設） 

○雇用調整助成金（特例措置の拡大） 

 

４ 上記の各措置の実施に際しての長野県、市町村、主要経済団体、連合長野等との連携 

  長野県との間で継続的に情報交換、情報共有を図り、３月１１日には「新型コロナ

ウイルス感染症対応に係る長野労働局と長野県との連絡調整会議」を開催。 

また、市町村、主要経済団体、連合長野等との間でも、①企業への支援制度の周知、

②休みやすい環境の整備、病気休暇制度の整備、テレワークや時差通勤の積極的な活

用促進等に係る協力要請、③助成金制度等の説明会の共同開催、④意見交換の実施等

を通じ、連携を図っているところ。 

 

 



新型コロナウイルス感染症の影響等に係る相談状況 

長野労働局 

１ 新型コロナ感染症の影響等に係る特別相談窓口の設置 

（１）設置日・設置場所   

令和２年２月１４日（金） 長野労働局雇用環境・均等室、各ハローワーク 

           令和２年３月２日（月）  各労働基準監督署（対象拡大） 

２ 相談状況 

（１）相談者数（令和２年３月 27日現在） １，７２４件 

 （２）相談件数（     〃     ） １，８８５件（複数回答） 

※相談件数等は、特別相談窓口に寄せられた相談のほか、労働局内の各課室及び県内の労働基

準監督署及びハローワークに寄せられた相談件数等の合計 

 

【内訳】 

相談者数 

 

合計１，７２４件 

労働者…………………………………２０３件 

労働者の家族や知人……………………２３件 

事業主……………………………１，１４７件 

社会保険労務士………………………２４１件 

地方公共団体……………………………３０件 

商工会議所………………………………３１件 

その他……………………………………４９件 

相談内容 

（複数回答） 

 

合計１，８８５件 

解雇・雇止め……………………………３３件 

休業……………………………………２３０件 

雇用調整助成金………………………９９１件 

雇用保険…………………………………２２件 

賃金………………………………………５９件 

労働時間…………………………………２２件 

休暇………………………………………８０件 

就業規則……………………………………７件 

安全衛生…………………………………１５件 

労災補償……………………………………４件 

保護者の休暇取得支援（助成金）…３０６件 

内定取消……………………………………４件 

その他…………………………………１１２件 

業  種 

 

合計１，６６９件 

道路旅客運送業………………………１０８件 

道路貨物運送業…………………………１３件 

宿泊業…………………………………２８３件 

飲食業…………………………………１２０件 

旅行業……………………………………５３件 

製造業…………………………………３８３件 

労働者派遣業……………………………４９件 

医療，福祉………………………………３８件 

卸売業，小売業………………………１０２件 

建物サービス業…………………………２６件 

その他…………………………………４９４件 

 

【相談者数の推移】 

2 月 14 日 1 

2 月 17 日 2 

2 月 18 日 9 

2 月 19 日 5 

2 月 20 日 7 

2 月 21 日 6 

2 月 25 日 12 

2 月 26 日 19 

2 月 27 日 10 

2 月 28 日 44 

2 月 29 日 1 

3 月 2 日 101 

3 月 3 日 125 

3 月 4 日 102 

3 月 5 日 104 

3 月 6 日 101 

3 月 9 日 121 

３月 10 日 81 

３月 11 日 97 

３月 12 日 87 

３月 13 日 65 

３月 16 日 86 

３月 17 日 68 

３月 18 日 64 

３月 19 日 78 

３月 23 日 73 

３月 24 日 61 

３月 25 日 50 

３月 26 日 70 

３月 27 日 74 

合 計 1,724 

 































































厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全ての労働者が安心して働くことができ
るように、幅広い支援を行っています。

企業の皆さま、今回ご紹介する各種助成金制度等を是非活用いただき、新型コロナウイルスの影響を
受ける労働者の皆様が休みやすい環境整備にご協力をお願いします。

事業主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について

労働者が安心して働くことができる環境整備のための支援策があります

１ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金（新たな助成金制度の創設）

２ 雇用調整助成金の特例措置の拡大

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その
小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正
規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業
に対する助成金を創設しました。

※ 年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合でも対象になります。
（ただし、労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。）

対象事業主 支給額

①又は②の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給（賃金
全額支給（※１））の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主。

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等（※２）に通う
子ども

② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれの
ある、小学校等に通う子ども

（適用日：令和２年２月27日～３月31日の間に取得した休暇）

※１ 年次有給休暇の場合と同様
※２ 小学校等：小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校（全ての部）、

放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

休暇中に支払った
賃金相当額

×10/10

※ １日あたり8,330円
を支給上限

※ 大企業、中小企業
ともに同様

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用
の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。先行拡充した特例措置に加え、
クーリング期間要件の撤廃、被保険者期間要件の撤廃を行います。また、助成対象となった事
業主が感染拡大防止に資するために行う一部従業員の休業や一斉休業も対象となります。

加えて、他地域と比べて感染者が一定数以上かつ集中的に発生し、地方公共団体の長が住
民・企業の活動自粛を要請する旨の宣言を発出している地域の事業主に対しては、さらなる特
例措置を講じます。

一般的な場合
宣言を発出して活動の自粛を要請している地域

（現時点では北海道）（一定期間内）

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 ⇒
全業種（※2月28日に先行拡充済）

上記の地域に所在する事業主

生産指標要件緩和
（3か月10％以上低下 ⇒ 1か月10％以上低下）

生産指標要件 → 満たすものとして扱う

被保険者が対象 被保険者以外の労働者も対象

助成率 2/3（中小）、1/2（大企業） 助成率 4／5（中小）、2／3（大企業）

計画届の事後提出を認める （1月24日～5月31日まで）

クーリング期間要件の撤廃（前回の支給対象期間満了日から１年経過していなくとも助成等）

被保険者期間要件の撤廃（新卒採用者など被保険者期間が６か月未満の労働者も助成対象）

（助成金の詳細）

https
kunitsuite/bunya/koyou_roudou/k
oyou/kyufukin/pageL
ml

（助成金の詳細）





新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

特例以外の場合の
雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症特例措置

（参考）リーマンショック時
現行

（一般的な場合）

緊急対応期間

（４月１日から６月30日まで）
感染拡大防止のため、この期間中は

全国で以下の特例措置を実施

経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なく

された事業主

新型コロナウイルス感染症の影響
を受ける事業主（全業種）

新型コロナウイルス感染症の影響
を受ける事業主（全業種）

経済上の理由により、事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主（全業種）

生産指標要件
（3か月10％以上低下）

生産指標要件緩和
（1か月10％以上低下）

生産指標要件緩和
（1か月５％以上低下）

生産指標要件緩和
（３か月５％以上低下）

被保険者が対象 据え置き
雇用保険被保険者でない労働者の

休業も助成金の対象に含める
被保険者が対象

助成率
2/3（中小）1/2（大企業）

据え置き
4/5(中小)、2/3(大企業)

（解雇等を行わない場合は9/10（中小）、
3/4（大企業））

4/5(中小)、2/3(大企業)
（解雇等を行わない場合は9/10（中小）、

3/4（大企業））

計画届は事前提出
計画届の事後提出を認める
（1月24日～5月31日まで）

計画届の事後提出を認める
（1月24日～6月30日まで）

やむを得ないと認められる場合は、
事前に提出があったものとみなす

1年のクーリング期間が
必要

クーリング期間の撤廃 同左 クーリング期間の撤廃

６か月以上の被保険者期間
が必要

被保険者期間要件の撤廃 同左 被保険者期間要件の撤廃

支給限度日数
１年100日、３年150日

同左 同左＋上記対象期間 ３年300日

雇用調整助成金 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度

１ 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うこととする

２ 教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる

別紙


